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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１４１　　２０１１年　８　月　４　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
復興の基本方針を決定　　住民無視の押し付け
政府の東日本大震災復興対策本部（本部長・菅首相）は、先月２９日に、復興期間を１０年と定め、事業規模を国・地方合わせて少なくとも２３兆円とする「東日本大震災からの復興の基本方針」を決定しました。これを土台に第３次の補正予算案を編成するとしています。基本方針は財界が求める農地の集約化やゼネコンの開発事業を進める土地利用の規制緩和、漁業特区の導入、幼稚園と保育所の一体化などで、被災者の願いを踏みにじる“新成長戦略”の立場を鮮明にしました。住民の合意を尊重し、生活再建を最優先するという復興の根本を忘れて、上からの押し付けが際立っています。
財源は、復興のための国債を発行し、基幹税（所得税、法人税、消費税）を増税して返済に充てるとしていますが、大企業には減税し、負担増は国民にだけ負わせようという意図がありありとしています。５年間で１０兆円規模の増税になります。復興のために発行する国債は、巨額の内部留保・余剰資金の使い道に困っている大企業に買ってもらうよう特別に要請すべきです。財源の確保でまず手を付けるべきは、不要不急の軍事費や政党助成金などの浪費にメスを入れ、大企業・大資産家へのゆきすぎた減税を是正することではないでしょうか。
被災地の生活と営業の再建は遅々として進まず、原発事故は収束の見通しも立たず、政府の姿勢が根本から問われています。ところが菅首相は「やるべきことはしっかり取り組んでいる。着実に復旧から復興に進んでいる」と胸を張っています。被災地の実情が全く見えていないとしか思えません。いっこうに復興に本腰が入らないにもかかわらず、国民への増税にだけは異常に熱心な民主党政権の姿勢には怒りが増すばかりです。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月２９００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　   http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　　　　　　　　

桑名市から三重県へ来年度予算に関する要望書
いつもは要望書を当局に見せて貰いに行っていましたが、今年は議員全員に配布になっていました。要望は、市政の全般にわたっているが、特に今年は東日本大震災もあって防災対策は差し迫った要望です。しかし、この要望書は市の財源問題からの要望が主で、中身が本当に市民からの要望かは疑問な点もあります。

要望の中身は、防災対策（堤防の耐震化、広域避難施設の建設、防災公園の整備、高速道路を一時避難所に）、環境施策（飛行機騒音問題、員弁川と藤川の合流付近の流出油の全量撤去）、福祉・医療（乳幼児医療費の年齢拡大と現物給付、病院への非課税措置？）、教育施策（教職員の充実、文化財の保護、持続可能な人権教育？）、産業振興（企業誘致、密漁対策）、道路の整備（桑部播磨線、伊勢大橋架け替え）、河川や流域下水の整備、公共交通（北勢線・養老線・自主運行バスの支援）、人権（住宅新築資金等貸付事業に特定助成？）となっています。

原子力発電所については、運転再開は国・関係機関に更なる安全性の確保を要望するにとどまっており、原発ゼロ、廃炉までは踏み込んでいません。

＊病院への非課税措置？持続可能な人権教育？は、よくわかりません。

＊住宅新築資金等貸付事業に特定助成？は、人権施策の充実の項目に書かれており、「現下のいまだ厳しい社会経済状況の中で、不況の影響による就労の不安定化や高齢化等もあり個人所得の収入が減少し、生活困窮を訴えるものが増加しております。こうした状況の中、長期滞納者の増大等、貸付事業に関わる償還金の収納が一段と困難な状況であり、・・・・・償還推進助成制度における補助金の継続を要望いたします。」と説明されています。「住新」だけではありません。まじめに働いても高すぎる国保税や住民税・固定資産税を払えない人がたくさんおり、その人達には厳しい財産の差し押さえを積極的に推進しているのが同じ桑名市の姿です。（上記の説明文の理由は、どう解釈したらいいのでしょうか。）
大震災・原発被害・実の無い政争のなかで「社会保障関連」が（３題）・・・
【介護保険】　介護の切り捨てを許さない

改定介護保険法が６月に成立し、来年の４月から施行されます。「介護予防・日常生活支援総合事業」が新設されます。介護認定のうち軽度の要支援１、２の人を対象にし、サービスを従来の介護保険でみるのか新設の「総合事業」のどちらかでみるのかを自治体（市）が選択・決定します。「総合事業」には、介護サービスの質を保証する介護職員の資格や人数、施設整備の内容などの基準がなく、介護の専門でないボランティア任せにして、安上がりの介護ができるようになります。さらに「定期巡回・随時対応サービス」というのも創設されます。重度の介護者の在宅生活を支えるといって「２４時間対応」をうたっていますが、緊急通報の体制がとれるのか、人手が確保できるのか疑問視されています。この他にもたくさん問題点が指摘されています。

桑名市は、「次期介護保険事業計画策定作業の中で、昨年実施した高齢者実態調査の結果を勘案し、できる限り利用者の方が受けるサービスの低下や負担増にならないようにしていく。」と議会で答弁しています。改定された介護保険法を学習し、介護の切り捨てを許さない闘いが大切になってきます。
【生活保護】　充実どころか改悪へ

生活保護を受けている人が２００万人を超えたといわれています。派遣切りなどで失業者が増えて生活保護を利用する人が増えています。東日本大震災の被災者の中にも受ける人が増え、生活保護の充実が求められているのに、逆に政府は悪くしようとしています。
最低賃金や年金より支給金額が高い事を理由に厚生労働省では部会で見直しをしています。（やるべきことは低すぎる最低賃金や年金の引き上げることなのに。）それだけではなく、指定都市市長会の突き上げで、非公開で制度の抜本的見直しも行われています。利用者の意見を聞く耳はもっていません。中味は、「集中的かつ強力な就労支援」を１６歳から６５歳までの働ける年齢層の利用者に実施し、就労できなかった場合は３－５年で保護の打ち切りをしようとしています。働けといっても病気で働けない人もいます。生活保護になっている人の３－４割は病気が原因です。利用者の８割は病院にかかっています。医療費の一部を自己負担させようと考えているとは言語道断です。

利用者が２００万人を超えたといっても、保護が必要な低所得者層で利用しているのはまだ僅かに２０％程度です（捕捉率）。生存権を支える最後のセーフティネットですから逆にもっと利用しやすくするべきではないでしょうか。
【最低賃金】　早く、全国一律１０００円に

今年の中央審議会の答申では全国平均６円の引き上げの７３６円で、１０月から引き上げられる予定です。使用者側は大震災を口実に引き上げを抑え込み、労働者側は震災から復興するためにも引き上げが重要だと主張しました。
被災者の生活を立て直し、地域経済を再生するためにも全国一律の１０００円の大幅な引き上げとなる最低賃金が必要です。低い水準では人間らしい生活もできません。日本弁護士連合会では、「１人で生活を維持していくことはもちろん、子どもを産み育てていくことも極めて困難な水準のままであり、労働者の人たるに値する生活が営める額になっていない」と厳しく批判し、先進諸国と比べても１０００円は必要だと指摘しています。

昨年、政府、労働者側、使用者側の３者は、「できる限り早期に８００円を確保し、景気状況に配慮しつつ１０００円をめざす事や中小企業に対する支援の検討」で合意しています。女性や若者の２人に１人が非正規雇用で、ワーキングプアが広がっています。一日も早い全国一律１０００円の実現が求められています。
第５３回自治体学校（奈良市、7月23日ー25日）２日間参加。
１日目は、石川康宏教授（神戸女学院大学）の【記念講演】「憲法どおりの日本（社会）をつくるー人間の復興か資本の論理か」と、現場から自治体への期待を語る【リレートーク】が５題（現地からの報告や住宅リフォーム助成制度）あり、共に今回の大震災からの復旧・復興が大きなテーマになりました。石川先生の講演の中では、改めて「構造改革」と「新自由主義」が国の形を大きくゆがめてきた事を再認識しました。特にＧ７の中で各国がＧＤＰを伸ばしながら雇用者報酬も伸ばしているのに日本だけがマイナスになっている点や大企業の経常利益や内部留保は増えているのに雇用者報酬は減ってきている事です。（右下図を参照）
２日目は、「いのちの水を住民に」の分科会に参加しました。大震災の支援や防災対策が中心で、水ビジネスと業務委託の問題はおあずけとなりました。
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